
   富 士 宮 市 世 界 遺 産 富 士 山 基 金 条 例  

 （設置）  

第 １ 条  世 界 遺 産 富 士 山 に 係 る 保 全 及 び 活 用 に 要 す る 財 源 に 充 て る た め 、

富士宮市世 界遺 産 富 士山 基 金（以下「基金」という。）を設置する。  

 （積立て）  

第２条  基 金と し て 積み 立 て るものは、次のとおりとする。  

 ⑴  予算 で定 め た 額  

 ⑵  寄附 金  

 ⑶  基金 から 生 ず る収 益  

 （管理）  

第３条  基 金に 属 す る現 金 は 、金融機関への預金その他最も確実かつ有利

な方法によ り保 管 し なけ れ ばならない。  

２  基金に属す る 現 金は 、必 要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代

えることが でき る 。  

 （ 繰 替 運 用 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、 財 政 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 確 実 な 繰 戻 し の 方

法 、 期 間 及 び 利 率 を 定 め て 、 基 金 に 属 す る 現 金 を 歳 計 現 金 に 繰 り 替 え

て 運 用 す る こ と が で き る 。  

 （ 処 分 ）  

第 ５ 条  基 金 は 、 世 界 遺 産 富 士 山 に 係 る 保 全 及 び 活 用 に 要 す る 財 源 に 充

て る 場 合 に 限 り 、 そ の 全 部 又 は 一 部 を 処 分 す る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ６ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、基 金 の 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、

市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則    

 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


